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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療、看護、介護を行う際に着用する医療、看護、介護用ユニフォームにおいて、前身
頃には、着用者の肋骨下部に対応する位置に、携帯電話又はＰＨＳを収納可能とするポケ
ットを固定配置し、このポケットは、前身頃の表面又は内側にコースレットベルトを配置
し、このコースレットベルトの底辺を前身頃に縫着するとともに、上記コースレットベル
トの底辺から上辺にかけて、一対の仕切り部を、携帯電話又はＰＨＳの挿入間隔を介して
前身頃に縫着することにより形成し、この一対の仕切り部の間隔において、コースレット
ベルトの上辺と前身頃の表面との間を開口部とし、この開口部と、上記一対の仕切り部及
び底辺とにより形成したことを特徴とする医療、看護、介護用ユニフォーム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療、看護、介護を行う際に、医療、看護、介護に従事する者が着用するも
のであって、ＰＨＳ又は携帯電話を収納可能とするポケットを設けたユニフォームに関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、医療、看護、介護に従事する者(以下、「従事者」とする。)は、緊急時に備
えてＰＨＳや携帯電話を常時携帯しなければならないことが多く、図４に示す如く、胸部
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や腰部のポケット(41)(44)にＰＨＳや携帯電話(42)を収納して作業することが一般的に行
われている。
【０００３】
　しかしながら、医療、看護、介護の現場では、ベッドや布団に横たわっている患者や被
介護者に対して、治療や介護を行うことが多いため、従事者は前傾姿勢をとって作業をす
ることが多いものとなっていた。そのため、例えば図５に示す如く、着用者(46)である従
事者がユニフォーム(40)の胸部のポケット(41)にＰＨＳ・携帯電話(42)を収納して作業す
る場合には、前傾姿勢をとった際に胸部のポケット(41)の開口部(43)が下向きに移動する
。そのため、ポケット(41)からＰＨＳや携帯電話(42)が床面に落ちて破損したり、ポケッ
ト(41)から脱落したＰＨＳや携帯電話(42)が患者や被介護者に当たってけがをする等の危
険性を伴うものであった。
【０００４】
　また、図４に示す如き上衣型のユニフォーム(40)の場合には、腰部のポケット(44)にＰ
ＨＳや携帯電話(42)を収納し、従事者が前傾姿勢で作業した際に、ポケット(44)内のＰＨ
Ｓや携帯電話(42)が重りとなってユニフォーム(40)の裾部(45)が下方向に垂れ下り、作業
の邪魔となったり、横になっている患者や被介護者に当たる等の危険性があった。
【０００５】
　そこで、上記の如き危険性を回避するため、特許文献１に示す如く、胸部のポケットに
携帯電話を脱落困難に収納することを目的としたポケット付き衣服が公知となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実用新案登録第３１４７４３７号公報　特許文献１に記載の発明は、胸部
に携帯電話専用のポケットを設けた衣服であって、上記ポケットを、伸縮性を有する筒状
体にて形成したものである。そして、この筒状体の伸縮によりポケット内に収納した携帯
電話を締め付けることによって、携帯電話をポケット内において脱落困難に保持すること
を目的としたものである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に記載の発明は、筒状体の締め付けにより携帯電話を保持す
るものであるから、筒状体の大きさに対して携帯電話が大きい場合には、携帯電話への締
め付けが必要以上となり、携帯電話がポケットから取り出しにくいものとなったり、逆に
、筒状体の大きさに対して携帯電話が小さい場合には締め付けが不十分となり、前傾姿勢
をとった際に携帯電話が脱落しやすいものとなるおそれがあった。そのため、携帯電話が
取り出し容易で脱落困難となるよう適度な締め付け力を発揮させるためには、収納する携
帯電話のサイズに対応した大きさの筒状体を形成しなければならず、製造が煩雑なものと
なっていた。
【０００８】
　また、特許文献１に記載の発明は、胸部のポケットに携帯電話を収納するものであるか
ら、着用者である従事者がポケットに携帯電話を収納した状態で、横たわっている患者や
被介護者の上半身を抱き起こしたり、歩行が困難な患者や被介護者を抱きかかえて他の場
所に移動させる際に、ポケットに収納した携帯電話が患者や被介護者の頭部や顔面に当た
り、患者や被介護者が痛がるなど不快な思いをさせる場合があった。
【０００９】
　そこで、本発明は上述の如き課題を解決しようとするものであって、ＰＨＳや携帯電話
をポケットに収納して作業を行う際に、ＰＨＳや携帯電話をポケットから脱落困難とし、
また、従事者が患者や被介護者を抱きかかえた際にもポケットに収納したＰＨＳや携帯電
話が患者や被介護者に当たることのないユニフォームを、簡易な構成にて得ようとするも
のである。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は上述の如き課題を解決するため、医療、看護、介護を行う際に着用する医療、
看護、介護用ユニフォームにおいて、前身頃には、着用者の肋骨下部に対応する位置に、
携帯電話又はＰＨＳを収納可能とするポケットを、このポケットの開口部を上向きに配置
した状態で、上記前身頃の左右両側、又は、左右いずれか一側に、上方を開口部として固
定配置したものである。
【００１１】
　このように、着用者の肋骨下部に対応する位置に携帯電話又はＰＨＳを収納するための
ポケットを配置することにより、着用者である従事者が前傾姿勢をとっても、ポケットの
開口部が下向きにならずに上向きの状態を保つものとなるため、前傾姿勢をとった場合で
もポケットに収納した携帯電話やＰＨＳが脱落しにくいものとなる。そのため、ポケット
に収納したはずの携帯電話やＰＨＳを紛失したり、携帯電話やＰＨＳが床面に落下して破
損したり患者や被介護者に当たってけがをさせるなどの危険性が少ないものである。
【００１２】
　また、上記ポケットに携帯電話又はＰＨＳを収納した状態で、患者や被介護者を着用者
である従事者が抱き起こしたり抱きかかえたりした場合には、ポケットの位置が従事者の
胸部ではなく肋骨下部に対応する位置にあるため、患者や被介護者の頭部や顔面にポケッ
ト内の携帯電話又はＰＨＳが当たる事態が生じにくいものとなる。従って、患者や被介護
者に対して安全に作業を行うことができる。
【００１３】
　また、本願発明は、着用者の肋骨下部に対応する位置に携帯電話又はＰＨＳを収納する
ためのポケットを配置するという簡易な構成にて上記の如き作用効果を奏することができ
るものであるから、携帯電話やＰＨＳが収納可能な大きさであれば携帯電話の大きさや形
などに拘束されることなく、デザインの自由度を高めることができるものである。
【００１４】
　また、ポケットは、前身頃の表面又は内側にコースレットベルトを配置し、このコース
レットベルトの底辺を前身頃に縫着するとともに、上記コースレットベルトの底辺から上
辺にかけて、一対の仕切り部を、携帯電話又はＰＨＳの挿入間隔を介して前身頃に縫着す
ることにより形成し、この一対の仕切り部の間隔において、コースレットベルトの上辺と
前身頃の表面との間を開口部とし、この開口部と、上記一対の仕切り部及び底辺とにより
形成したものである。
【００１５】
　このように、コースレットベルトの一部をポケットとして形成することにより、前身頃
において、特に着用者の体に接近するコースレットベルトの内部に携帯電話又はＰＨＳを
収納するものとなる。そのため、携帯電話やＰＨＳが着用者の体から離れてぶらつくこと
なく、常に着用者の体に接近した状態で保持することが可能となる。従って、携帯電話又
はＰＨＳを安定した状態で脱落困難に保持することができるものである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明は上述の如く、前身頃の着用者の肋骨下部に対応する位置に携帯電話又はＰＨＳ
を収納するためのポケットを配置することにより、着用者である従事者が前傾姿勢をとっ
ても、ポケットの開口部が下向きにならずに上向きの状態を保つことができる。従って、
着用者が前傾姿勢をとった場合でも、ポケットに収納した携帯電話やＰＨＳが脱落しにく
いものとなる。そのため、常時携帯しなければならない携帯電話やＰＨＳを紛失したり、
携帯電話やＰＨＳがポケットから落下して破損したり、患者や被介護者に落下した携帯電
話やＰＨＳが当たってけがをしたりするという危険性を少なくすることができるものであ
る。
【００１７】
　また、上記ポケットに携帯電話又はＰＨＳを収納した状態で、従事者が患者や被介護者
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を抱き起こしたり抱きかかえたりした場合でも、ポケットの位置が胸部ではなく肋骨下部
に対応する位置にあるため、患者や被介護者の頭部や顔面にポケット内の携帯電話やＰＨ
Ｓが当たるという事態が生じにくいものとなる。従って、患者や被介護者に対して安全に
作業を行うことができる。
【００１８】
　また、上記の如く安全且つ脱落困難に携帯電話又はＰＨＳを収納可能とするポケットを
、着用者の肋骨下部に対応する位置に配置するという簡易な構成によって実現できるもの
であるから、容易且つ廉価に製造することができるものである。また、携帯電話・ＰＨＳ
が収納可能であれば携帯電話・ＰＨＳの大きさや形に拘束されることがないものであって
、デザインの自由度を高めることができるものである。
【実施例１】
【００１９】
　本発明の実施例１について説明すると、本実施例のユニフォーム(1)は医療、看護、又
は介護を行う際に、医療、看護、又は介護を行う従事者が着用するものであって、図１に
示す如く、上衣として用いるものである。そして、このユニフォーム(1)の右前身頃(2)に
は、着用者(3)である従事者の肋骨下部に対応する位置にポケット(4)を配置している。こ
のように、肋骨下部に対応する位置にポケット(4)を配置することにより、図２に示す如
く従事者が前傾姿勢をとった場合でも、ポケット(4)の開口部(5)が下向きにならず上向き
の状態を保つことが可能となる。
【００２０】
　そのため、従事者が前傾姿勢を取った際にポケット(4)から携帯電話やＰＨＳ(6)が脱落
し、携帯電話やＰＨＳ(6)を紛失したり、ポケット(4)から携帯電話やＰＨＳ(6)が床面に
落下して破損したり、ポケット(4)から脱落した携帯電話やＰＨＳ(6)が患者や被介護者に
当たったりする危険性が少ないものである。また、上記ポケット(4)に携帯電話又はＰＨ
Ｓ(6)を収納した状態で、従事者が患者や被介護者を抱き起こしたり抱きかかえたりした
場合でも、ポケット(4)の位置が従事者の胸部ではなく肋骨下部に対応する位置にあるた
め、患者や被介護者の頭部や顔面にポケット(4)内の携帯電話やＰＨＳ(6)が当たるという
事態が生じにくいものとなる。従って、携帯電話やＰＨＳ(6)を安定した状態で保持する
とともに、患者や被介護者に対して安全に作業を行うことができるものである。
【００２１】
　尚、本実施例では前身頃(11)に設けたコースレットベルト(12)の一部をポケット(4)と
して形成したものである。尚、上記コースレットベルト(12)とは、一般的にウエスト近辺
を押さえるための、幅広の装飾用ベルトを意味するものであって、前身頃(11)に縫着して
成るものである。
【００２２】
　本実施例１について以下に説明すると、図１に示す如く、前身頃(11)の幅方向中央に中
央前身頃(13)を設けるとともに、この中央前身頃(13)の左右には、それぞれ右前身頃(2)
及び左前身頃(14)を設け、この左右前身頃(2)(14)と中央前身頃(13)とにより、本実施例
の前身頃(11)を構成している。そして、上記左右前身頃(2)(14)において、着用者(3)のウ
エスト部分(15)よりもやや上方に対応する位置に、一対のコースレットベルト(12)をそれ
ぞれ配置している。
【００２３】
　上記一対のコースレットベルト(12)は、図１に示す如く、底辺(16)を前身頃(11)に縫着
するとともに、底辺(16)から上辺(17)に伸びる一方の仕切り部(18)を、中央前身頃(13)及
び左右前身頃(2)(14)とに一体に直線状に縫着している。そして、この一方の仕切り部(18
)から携帯電話又はＰＨＳ(6)の挿入間隔を介した位置に、他方の仕切り部(20)を前身頃(1
1)に直線状に縫着している。そして、この一対の仕切り部(18)(20)の間隔において、コー
スレットベルト(12)の上辺(17)を開口部(5)としている。そして、この開口部(5)と、上記
一対の仕切り部(18)(20)、及び上記底辺(16)により、本実施例のポケット(4)を構成して
いる。
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【００２４】
　上記の如く、着用者(3)である従事者のウエスト部分(15)よりもやや上方にコースレッ
トベルト(12)を設けるとともに、このコースレットベルト(12)にポケット(4)を形成する
ことにより、従事者の肋骨下部に対応する位置にポケット(4)が位置するものとなる。そ
のため、従事者が前傾姿勢を取っても開口部(5)が下向きにならずに上向きの状態を保つ
ことができ、作業時にポケット(4)内に収納した携帯電話又はＰＨＳ(6)が脱落しにくいも
のとなる。そのため、常時携帯しなければならない携帯電話やＰＨＳ(6)を紛失したり、
携帯電話やＰＨＳ(6)がポケット(4)から落下して破損したり、患者や被介護者に落下した
携帯電話やＰＨＳ(6)が当たってけがをしたりするという危険性を少なくすることができ
るものである。
【００２５】
　また、上記ポケット(4)に携帯電話又はＰＨＳ(6)を収納した状態で、従事者が患者や被
介護者を抱き起こしたり抱きかかえたりした場合でも、ポケット(4)の位置が従事者の胸
部ではなく肋骨下部に対応する位置にあるため、患者や被介護者の頭部や顔面にポケット
(4)内の携帯電話やＰＨＳ(6)が当たるという事態が生じにくいものとなる。従って、携帯
電話やＰＨＳ(6)を安定した状態で保持することができるとともに、患者や被介護者に対
して安全に作業を行うことができる。
【００２６】
　また、前身頃(11)において特に着用者(3)の体に接近するコースレットベルト(12)の内
部に、携帯電話又はＰＨＳ(6)を収納するものであるため、携帯電話やＰＨＳ(6)が着用者
(3)の体から離れてぶらつくことなく、常に着用者(3)の体に接近した状態で保持すること
が可能となる。従って、携帯電話やＰＨＳ(6)が患者や被介護者に当接することなく、安
定した状態で保持することができるものである。
【実施例２】
【００２７】
　また、上記実施例１では、前身頃(11)の表面にポケット(4)を形成配置しているが、本
実施例２では、前身頃(11)の内側にコースレットベルト(12)を取り付け、このコースレッ
トベルト(12)と前身頃(11)との間にポケット(4)を形成している。本実施例２について以
下に説明すると、図３に示す如く、前身頃(11)の幅方向中央に中央前身頃(13)を設けると
ともに、この中央前身頃(13)の左右には、それぞれ左右前身頃(2)(14)を設け、この左右
前身頃(2)(14)と中央前身頃(13)とにより本実施例の前身頃(11)を構成している。そして
、上記左右前身頃(2)(14)の内面であって着用者(3)のウエスト部分(15)よりもやや上方に
対応する位置に、一対のコースレットベルト(12)をそれぞれ配置している。
【００２８】
　そして、上記一対のコースレットベルト(12)は、図３に示す如く、コースレットベルト
(12)の上辺(17)、底辺(16)、及び両端部(22)を、左右前身頃(2)(14)に縫着している。そ
して、左右前身頃(2)(14)の表面には、上記コースレットベルト(12)の上辺(17)に対応す
る位置よりも少し下方であって、着用者(3)の肋骨下部に対応する位置に開口部(5)を形成
している。そして、この開口部(5)から左右前身頃(2)(14)とコースレットベルト(12)とで
囲まれた内方に、携帯電話やＰＨＳ(6)を収納可能なものとしている。
【００２９】
　上記の如く、前身頃(11)の内側のウエスト部分(15)よりもやや上方にコースレットベル
ト(12)を設けるとともに、着用者(3)の肋骨下部に対応する位置に開口部(5)を設け、この
開口部(5)と、コースレットベルト(12)と、右又は左前身頃(2)(14)とによりポケット(4)
を形成することによって、着用者(3)である従事者の肋骨下部に対応する位置にポケット(
4)が位置するものとなる。そのため、従事者が前傾姿勢を取っても開口部(5)が下向きに
ならずに上向きの状態を保つことができ、ポケット(4)内に収納した携帯電話やＰＨＳ(6)
が作業時に脱落しにくいものとなる。
【００３０】
　また、上記ポケット(4)に携帯電話又はＰＨＳ(6)を収納した状態で、従事者が患者や被
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介護者を抱き起こしたり抱きかかえたりした場合でも、ポケット(4)の位置が従事者の胸
部ではなく肋骨下部に対応する位置にあるため、患者や被介護者の頭部や顔面にポケット
(4)内の携帯電話やＰＨＳ(6)が当たるという事態が生じにくいものとなる。従って、携帯
電話やＰＨＳ(6)を安定した状態で保持することができるとともに、患者や被介護者に対
して安全に作業を行うことができる。
【００３１】
　また、前身頃(11)において、特に着用者(3)の体に接近するコースレットベルト(12)内
に携帯電話又はＰＨＳ(6)を収納するものであるため、携帯電話やＰＨＳ(6)が着用者(3)
の体から離れてぶらつくことなく、常に着用者(3)の体に接近した状態で保持することが
可能となる。従って、携帯電話やＰＨＳ(6)を安定した状態で保持することができるもの
である。
【００３２】
　また、携帯電話やＰＨＳ(6)を身につける際には、携帯電話やＰＨＳ(6)に環状の紐を接
続し、この紐を使用者の首にかけて使用することが一般的となっている。しかしながら、
上記紐の長さの規格から、胸のポケット(41)に携帯電話やＰＨＳ(6)を収納した際に首に
かけた紐がポケット(41)から外方に垂れ下がり、周囲の器具などに引っかかって事故を誘
発したり、作業の邪魔になるおそれがあるとともに、腰のポケット(44)に収納するには短
すぎるという弊害が生じる。
【００３３】
　しかし、本発明の如く従事者の肋骨下部に対応する位置にポケット(4)を配置した場合
には、首にかけた紐をこのポケット(4)に収納した際に、首からかけた紐の長さがちょう
ど首からポケット(4)までの距離に対応する長さとなるため、紐がポケット(4)から垂れ下
がることなく前身頃(11)の表面に沿って配置されるものとなり、上記の不都合を回避する
ことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の実施例１を示す平面図。
【図２】実施例１において、着用者が前傾姿勢を取った時の側面図。
【図３】本発明の実施例２を示す平面図。
【図４】従来例を示す平面図。
【図５】従来例において、着用者が前傾姿勢を取った時の側面図。
【符号の説明】
【００３５】
　　１　ユニフォーム
　　３　着用者
　　４　ポケット
　　５　開口部
　　６　携帯電話、ＰＨＳ
　　７　布片
　　８　側辺
　１０　底辺
　１１　前身頃
　１２　コースレットベルト
　１６　底辺
　１７　上辺
　１８、２０　仕切り部
　２１　袋体
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